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◎新潟県告示第467号 

漁業法（昭和24年法律第267号）第129条第３項の規定により、第５種共同漁業権遊漁規則の変更を次のとおり

認可した。 

令和元年10月１日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 漁業権者の名称及び住所 

 福島潟新井郷川漁業協同組合 

 新潟市北区前新田304番地 

２ 漁業権の免許番号 

 内共第７号 

３ 変更の内容 

  次の表の変更前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「変更部分」という｡)に対応する同表の変

更後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「変更後部分」という｡)が存在する場合には当該変更部

分を当該変更後部分に改め、変更部分に対応する変更後部分が存在しない場合には当該変更部分を削る。 

変更後 変更前 

（漁具、漁法の制限） 

第３条 次の表のア欄に掲げる漁具、漁法による遊漁

は、それぞれイ欄に掲げる規模の範囲内でなければ

ならない。 

ア 漁具・漁法 イ 規模 

手釣 竿釣 一人 ３本以内 

 

 

 

（遊漁料の額及び納付方法） 

第６条 遊漁料の額は次のとおりとする。ただし遊漁

者が小学生以下のときは無料、中学生徒又は、肢体

不自由者のときは表に掲げる額の二分の一に相当す

る額とする。 

魚種 漁具・漁法 遊漁料 

こい、ふな 手釣、竿釣 １日  300円 

１年 1,500円 

２ 遊漁料の納付は、次に掲げる場所においてしなけ

ればならない。ただし、当該遊漁をする場所におい

て漁場監視員に納付することができる。 

（１）福島潟新井郷川漁業協同組合（新潟市北区前新

田304番地） 

（２）福島潟新井郷川漁業協同組合が指定した者 

（漁具、漁法の制限） 

第３条 次の表のア欄に掲げる漁具、漁法による遊漁

は、それぞれイ欄に掲げる規模の範囲内でなければ

ならない。 

ア 漁具・漁法 イ 規模 

手釣 竿釣 一人 ３本以内 

投網 一人 １ヵ統以内、長さ

3.6m以内、網目４cm以内 

 

（遊漁料の額及び納付方法） 

第６条 遊漁料の額は次のとおりとする。ただし遊漁

者が小学生以下のときは無料、中学生徒又は、肢体

不自由者のときは表に掲げる額の二分の一に相当す

る額とする。 

魚種 漁具・漁法 遊漁料 

こい、ふな 手釣、竿釣、投

網 

１日  300円 

１年 1,500円 

２ 遊漁料の納付は、次に掲げる場所においてしなけ

ればならない。ただし、当該遊漁をする場所におい

て漁場監視員に納付することができる。 

（１）福島潟新井郷川漁業協同組合（新潟市北区前新

田203番地１） 

（２）福島潟新井郷川漁業協同組合が指定した者 

４ 変更後の遊漁規則の施行日 

 令和元年10月１日 


